
令和元年度の実施内容について
（実施報告）

資料２第１３回 京都市タクシー駐停車マナー向上マネジメント会議 本編資料
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第12回京都市タクシー駐停車マナー向上マネジメント会議
（令和元年11月19日（火））

令和元年度の取組内容（全体像）

タクシー駐停車マナー向上キャンペーン
（令和２年１月１５日～１月３１日実施）
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【乗務員】

横断幕の掲出

（四条通及び京都駅八条口）

【利用者（乗客）】

Leaf mini（フリーペーパー）への

啓発記事の掲載【R1新規】

【運行管理者】

アンケート調査【R1新規】

アンケート調査
啓発リーフレット配布

観光部門との連携による啓発【R1新規】

タクシー車内での啓発（日英併記）【充実】

中心市街地重点路線等
クリア作戦

タクシー駐停車実態調査
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令和元年度の取組（実施報告）

２ 方法

３ 実績

・タクシー乗務員に「アンケート調査票」と「啓発リーフレット」を配布

配布数： 9,070枚（ 8,463枚）
回収数： 3,653枚（ 3,138枚）
回収率： 40.3％（ 37.1％） ※カッコ内は平成３０年度実績

１ 目的

乗務員向けアンケート調査

・駐停車マナーについての意識調査
・アンケートへの回答等を通じた自発的なマナーの向上

啓発リーフレットアンケート調査票

タクシー駐停車マナー向上キャンペーン（令和２年１月６日～１月３１日）
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４ 調査結果（一部抜粋） ※詳細「資料１ 令和元年度アンケート結果について」

■マナー向上への意識

• 乗客アンケート（H30）の結果を踏まえマナーの向上に努めようと思う方は，この４年間

で増加傾向にある（１０．３％増加）。

• また，前年度に回答した方の方が，回答していない方に比べてマナーの向上への意欲

が高く，アンケートを継続的に回答いただくことで効果がでている。

<平成３０年度に回答した方> <平成３０年度に回答していない方>質問：乗客アンケートの結果を踏まえ
マナーの向上に努めようと思いますか？

図 駐停車マナー向上への意欲

79.9% 90.2%

H28 R1+10.3%
「そう思う」「やや思う」

平成３０年度に「回答した」人のほうが，「回答していない」人

に比べ，マナー向上に努めることに対して，「そう思う」と回答

した方の割合が高い結果となっている。（２．８％の差）

・交差点やバス停付近でタクシーの乗り降りをしないようにしようと思うか 「そう思う」93.4％
・タクシー乗り場以外で客待ちしているタクシーは使わないようにしようと思うか 「そう思う」85.5％
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運行管理者アンケート調査 【R1新規】

１ 目的 ・タクシー乗務員の駐停車マナー

向上に向けた事業者ごとの取組

状況の把握と，回答することによ

る運行管理者のマナー意識向上

を図る。

２ 方法 ・乗務員アンケートの配布とともに

法人タクシー会社へアンケート

調査票を配布

５ 実績 配布数：70団体

回収数：29団体

回収率： 41.4％ アンケート調査票

４ 調査内容 乗務員の駐停車マナーについて

・会社としての考え方

・取組み，指導状況

・遵守状況をどう把握しているか

など
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６ 調査結果（一部抜粋） ※詳細「資料１ 令和元年度アンケート結果について」

■乗務員への駐停車マナーの指導

• 回答があった事業者の９割以上が，駐停車マナーは「会社の方針として守らせるべき」

ものと考えており，マナー遵守の意識が非常に高い。

• 乗務員への駐停車マナーの指導として，「日常的な声かけ」を行っている事業者が最も

多く，「全員参加型の講習会の開催」，「啓発の書面やチラシの配布」と続く。

質問：あなたの会社（事業者）としての乗務員の
マナーに対する考え方をお教えください。

図 乗務員の駐停車マナーに対する考え方
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タクシー車内での利用者（乗客）啓発

１ 概要 ・交差点付近等での違法行為や四条通等での乗

降ルールについてお知らせするポスターをタク

シー車内（ヘッドレスト）に掲出

・日英併記（新規）にすることにより，訪日外国人

に対しても啓発を実施

２ 配布実績 タクシー事業者 ７０社 ３,９５６枚
タクシー車内での掲示イメージ



概要

＜設置箇所＞
・ 四条高倉バス停東
・ 髙島屋北出口前
・ マルイ西出口前
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横断幕の掲出（四条通及び京都駅八条口周辺）

四条西木屋町交差点北西角 京都駅八条口駅前広場サンクンガーデン北東角

・ 四条西木屋町交差点北西角
・ 四条木屋町交差点南東角
・ 京都駅八条口駅前広場サンクンガーデン北東角

タクシー乗降マナー向上を呼びかける横断幕を市内６箇所に設置
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１ 概 要

中心市街地重点路線等クリア作戦

京都市・下京警察署・タクシー業務センターの連携による
違法駐停車車両に対する指導・啓発を実施

２ 日 時 令和元年７月２６日（水） 及び 令和２年１月３１日（金）

３ 活動地域 四条通（西大路通～祇園）

４ 実績
（タクシー）

・令和元年７月２６日（水） 指導２６件 検挙４件
・令和２年１月３１日（金） 指導２７件 検挙０件
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タクシー駐停車実態調査

１ 概要 ・四条通の適正利用と渋滞抑制のために，過去の乗務員アンケートにお

いて危険性が高いとされた箇所のタクシー駐停車の実情を把握

２ 実施日 ①令和元年６月２８日（金），２９日（土），７月１日（月）の３日間

②令和２年１月２５日（土），２６日（日），２７日（月）の３日間

３ 調査概要
・調査員が該当するタクシーの駐停車時間及びナンバー等を
記録

・調査結果は京都タクシー業務センターと共有し，悪質な乗務
員については指導を依頼＜調査の実施概要＞

調査箇所 調査ポイント 1時間あたり違反車両台数

四条河原町
南東交差点付近

交差点やバス停付近での駐停車
①１８．７台
②１７．２台

四条高倉
大丸前タクシー乗り場

タクシー乗り場からのはみ出し
①１２．０台
②１５．８台

四条木屋町交差点 交差点における駐停車
①１８．８台
②１６．８台



１ 目的 ・フリーペーパー「Leaf mini12月号」に啓発記事を掲載することで，

タクシー利用者にマナー向上を呼びかける

２ 発行日 ・令和元年１２月５日（木） ３ヵ月程度設置

３ 設置場所 ・市内地下鉄全駅（３１駅）の改札前 など

・発行部数 約５万部

４ 掲載内容

掲載記事

（参考）Leaf mini １２月号表紙

Leaf mini（フリーペーパー）での啓発記事の掲載 【R1新規】
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１ 目的 ・訪日外国人へのタクシー乗降ルールの周知やマナーの向上を図る

２ 時期 ・令和２年１月～

３ 方法 ・京都市観光協会の協力を得て，訪日外国人向けサイト「KYOTO CITY

OFFICIAL TRAVEL GUIDE」内でタクシーの乗降ルールの周知，啓発

を実施

観光MICE推進室及び京都市観光協会との連携による周知啓発 【R1新規】
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令和２年度の取組について
（実施計画）



タクシー駐停車マナー向上に向けた取組
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負のスパイラル

タクシーが交差点などで客待ちをしていると，
利用者もそこで日常的に乗降してしまう。
その結果，ますますタクシーは交差点付近で
客待ちをしてしまう・・・。

負のスパイラルから脱却！

「利用者」の
乗降マナーの低下

「乗務員」の
駐停車マナーの低下

どのように現状の改善を図っていくか・・・

＜タクシーMMの目的＞

タクシー駐停車マナー向上マネジメント

利用者に対する取組

「利用者」の乗降マナーの改善「乗務員」の駐停車マナーの改善

業界に対する取組
乗務員に対する取組
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令和２年度の取組（全体像）

【乗務員】

横断幕の掲出
（四条通及び京都駅八条口）

【利用者（乗客）】

第１３回京都市タクシー駐停車マナー向上マネジメント会議
（書面開催）

【運行管理者】

中心市街地重点路線等
クリア作戦

タクシー駐停車マナー向上キャンペーン
（令和３年１月２０日（水）～２月５日（金）実施予定）

アンケート調査
啓発リーフレット配布

アンケート調査
フィードバック資料配布【新規】

事業者ヒアリング【新規】

タクシー車内での啓発
・ポスター（日英併記）

・デジタルサイネージの活用【新規】

観光部門との連携による啓発
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講習会でのマナー啓発【新規】
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乗務員アンケート調査

１ 目的 ・タクシー乗務員の自発的な駐停車マナー向上を図る

２ 対象 ・京都市域交通圏（京都府の京都市以南地域）のタクシー乗務員

３ 時期 ・令和３年１月中旬発送予定 回答期限は２月５日予定

４ 方法 ・啓発パンフレットとともに，タクシー会社及び個人タクシー組合を通じ

乗務員へ配布。会社・組合ごとに回収し，返送

令和２年度の取組（実施計画）

タクシー駐停車マナー向上キャンペーン（令和３年１月２０日～２月５日予定）

アンケート表面 リーフレット表面
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１ 目的

２ 対象 ・京都市域交通圏の
法人タクシー会社の運行管理者

４ 時期 ・令和３年１月中旬に発送予定
回答期限は２月５日予定

５ 方法 ・法人タクシー会社へ配布

・会社ごとに回収・返送

運行管理者アンケート調査

管理者アンケート（案）

３ 内容
・ドライバーへの駐停車マナーの
指導方法について
・昨年のアンケート結果を受けた反応
など

・タクシー乗務員の駐停車マナー

向上に向けた事業者ごとの取組

状況の把握と，回答することによ

る運行管理者のマナー意識向上

を図る。
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１ 目的 ・事業者ごとに，昨年度の回答状況や

全事業者との比較，評価を提示する

ことで，「気づき」につなげ，事業者の

更なるマナー向上の取組みの検討に

ご活用いただく

２ 対象 ・京都市域交通圏の
法人タクシー会社の運行管理者

３ 時期 ・令和３年１月中旬発送予定

４ 方法
・乗務員アンケート調査票とあわせて

法人タクシー会社へ配布

・事業者ごとに昨年度のアンケート結

果及び全体比較による評価を明記

運行管理者へのフィードバック 【新規】

管理者へのフィードバック資料（案）



１ 目的 ・タクシー配車アプリ及び車内デジタルサイネージを活用した利用者啓発の実
現可能性について，大手事業者へのヒアリングにより確認する。

２ 時期

３ 対象 ・京都市内のタクシー事業者大手３社（MKタクシー，都タクシー，彌榮自動車）

タクシー事業者へのヒアリング 【新規】

４ ヒアリング結果（概要）

・令和２年１０月１４日（水）及び１０月２０日（火）

①タクシー配車アプリの活用について

・四条通の駐停車禁止区間などを乗降場所として指定できない設定にすることが可
能で，既に一部のアプリで実施いただいている。

・今後は，タクシー利用者に配車アプリを広く周知するとともに，アプリ事業者に対しても
本会議の取組に対する協力を求めていく。

②車内デジタルサイネージの活用について

・一部のタクシー事業者において，車内デジタルサイネージを活用したマナー啓発に御
協力いただけると回答があった。

・令和２年度中の実施を目指し調整を進めるとともに，更なる拡大に向け検討を進める。
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１ 目的 ・車内に設置されたデジタルサイネージを活用し，タクシー利用者（乗客）

に，駐停車禁止区域での乗降は危険であることを訴える。

２ 時期 ・令和３年１月中旬から１ヶ月程度を予定

３ 方法 ・事業者ヒアリングで協力が得られた事業者の協力の下，タクシー車内の

モニター（デジタルサイネージ）に啓発画像を表示

タクシー車内デジタルサイネージを活用した利用者啓発 【新規】

19デザイン案
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１ 目的 ・タクシー利用者（乗客）に，駐停車禁止区域等に関する情報を提供する
ことにより，乗降マナーの向上を図る

２ 時期 ・令和３年１月中旬に発送・取り付け開始（予定）

３ 方法 ・タクシー車内のヘッドレスに啓発ポスターを掲示

タクシー車内での啓発（日英併記）

デザイン案（表・裏）



観光MICE推進室及び京都市観光協会
との連携による周知啓発

１ 目的 ・訪日外国人へのタクシー乗降ルールの周知やマナーの向上を図る

２ 時期 ・令和２年１月～継続

３ 方法 ・京都市観光協会の協力を得て，訪日外国人向けサイト「KYOTO CITY

OFFICIAL TRAVEL GUIDE」内でタクシーの乗降ルールの周知，啓発を
実施
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タクシー業界団体主催の講習会でのマナー啓発 【新規】

１ 目的

２ 時期

３ 方法

・特にルール違反の多い乗務員に対する駐停車マナー啓発を実施する

・令和２年度中

・京都タクシー業務センターと連携し，講習会の場で本会議での取組み
やこれまでのアンケート結果等を提示し，駐停車マナー向上に努めてい
ただくよう周知・啓発する。
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１ 目的 ・違法駐停車が多い区画を中心に，以下デザインの横断幕を設置し，乗務

員・乗客双方にルール・マナー遵守を呼び掛ける

２ 時期 ・令和３年１月２０日（水）～２月５日（金）（予定）

３ 設置場所 ・四条通 ５箇所

・京都駅八条口付近 １箇所

４ デザイン

合計 ６箇所

横断幕の掲出（四条通及び京都駅八条口）

昨年の様子
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中心市街地重点路線等クリア作戦

１ 内容 ・京都市と京都府警察，京都タクシー業務センターが合同で違法駐停車

車両に対する指導・啓発を実施

・定点及び巡回による指導・啓発活動

・啓発用のぼりの設置，広報車両による音声啓発

２ 地域 ・四条通（西大路通～祇園）

３ 時期 令和２年１０月３０日（金） ※実施済
令和３年 １月２９日（金） 予定
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（参考） JCOMM（（一社）日本モビリティ・マネジメント会議）の取組

公共交通の安全な乗り方ポスターの作成・掲出

１ 内容 ウイルスの専門家の協力の下，「感染リスクをほぼゼロにする電車

やバス，タクシーの乗り方」についてのポスターを作成。

全国各地のバス，タクシー，電車内などに掲出し，感染リスクに対する

正しい情報を発信

情報を発信２ 掲出時期 令和２年５月ポスター公開 順次掲出開始

３ JCOMMについて

車内での掲出状況

適切な形のビリティ・マネジメント（MM）が日本国内において，効
果的かつ広範に推進されていくことを支援することを目的に設立。
（代表理事：藤井聡京都大学大学院工学研究科教授）


